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北九州市告示第７４号

 北九州市企業立地促進補助金交付制度要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。

  平成３０年３月２８日

                    北九州市長 北 橋 健 治

   北九州市企業立地促進補助金交付制度要綱の一部を改正する告示

 北九州市企業立地促進補助金交付制度要綱（平成１２年北九州市告示第３６

４号）の一部を次のように改正する。

 第２条第１号ア中「工場」の次に「（植物工場（生育環境を制御して植物を

安定的に生産する施設をいう。）を含む。）」を加え、同号イ中「市長」を「

ア以外の施設であって、市長」に、「施設」を「もの」に改める。

 第７条第１項中「１年」を「１年３月」に改める。

 第１２条を第１３条とし、第１１条の次に次の１条を加える。

（基本規則との関係） 

第１２条 この要綱による企業立地促進補助金の交付については、この要綱に

定めるもののほか、北九州市補助金等交付規則（昭和４１年北九州市規則第

２７号）の定めるところによる。

   付 則

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。
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北九州市告示第７５号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市漫画ミュージアムにおける陳列品の観覧料の収納事務を次のとおり

委託した。 

  平成３０年３月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社アダチ 北九州市戸畑区中原新

町１番３号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 
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北九州市告示第７６号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市漫画ミュージアムにおける物品売払代金の収納事務を次のとおり委

託した。 

  平成３０年３月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社アダチ 北九州市戸畑区中原新

町１番３号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 
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北九州市告示第７７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年３月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 
幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

２９０８ 皇后崎町

１３号線

前 北九州市八幡西区皇后崎町

１５番１地先から 

北九州市八幡西区皇后崎町

１０８番１地先まで 

5.4 

～ 

6.1 

106.2 

後 北九州市八幡西区皇后崎町

１５番１地先から 

北九州市八幡西区皇后崎町

１０８番１まで 

5.4 

～ 

11.4 

106.2 
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北九州市告示第７８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと 

おり道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年３月２８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 供用開始の区間 供用開始の期日 

２９０８ 皇后崎町

１３号線

北九州市八幡西区皇后崎町１５

番１地先から 

北九州市八幡西区皇后崎町１０

８番１まで 

平成３０年３月２８日 
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北九州市公告第１８２号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第９項ただし書の規定に

よる許可の申請の提出に伴い、同条第１４項の規定により、次のとおり利害関

係を有する者の公開による意見の聴取を行うので、同条第１５項の規定により

公告する。 

平成３０年３月２８日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 建築物の建築計画 

（１）  申請者 

福岡市中央区長浜二丁目１番５号 

トヨタカローラ福岡株式会社

代表取締役社長 金子 護

（２） 敷地の位置 

北九州市小倉北区上到津三丁目１１１－４，１１１－７、１２６－２及

び１２６－３ 

（３）  用途地域 

商業地域 

（４）  建築物の主要用途 

物品販売業を営む店舗（自動車修理工場付） 

（５）  工事種別 

新築 

２ 意見の聴取の期日 

平成３０年４月４日（水）午後２時から 

３ 意見の聴取の場所 

北九州市小倉北区真鶴一丁目５番１５号 

北九州市立泉台市民センター 第二集会室 
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工事名 日吉台光明線道路改築工事（２９－１０）
工事場所 北九州市八幡西区折尾一丁目
工事内容 工事延長　４０メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から平成３０年８月３１日まで
予定価格 ２，３５６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２４年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木
工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有り
と認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２８年度又は平成２９
  年度に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
  を単体又は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を
　落札した者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場
　合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　平成３０年３月２６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年４月１７日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

北九州市公告第１８３号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　平成３０年３月２８日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　平成３０年４月１２日及び同月１３日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年４月１６日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年４月２日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年４月３日　午前９時から正午まで

契約保証金
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注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（４）　本工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となること
　ができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した「

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

　をいう。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　議をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止

注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工

注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

　現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
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北九州市公告第１８４号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のと

おり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  平成３０年３月２８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ホームプラザナフコ小倉南店新館 

  北九州市小倉南区上葛原二丁目２１番１１１号ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社ナフコ 

  代表取締役 深町勝義 

  北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者 

  株式会社ナフコ 

  代表取締役 深町勝義 

  北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  平成３０年１１月２１日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

  ５，２０６平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

（１） 駐車場の収容台数 

  １４７台 

（２）  駐輪場の収容台数 

  ２０台 

（３）  荷さばき施設の面積 

  ９８平方メートル 

（４） 廃棄物の保管施設の容量 

  ３３．４２立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

（１）  大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
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  午前７時から午後９時まで 

 （２）  来客が駐車場を利用することができる時間帯 

  午前６時３０分から午後９時３０分まで 

 （３）  駐車場の自動車の出入口の数 

  出入口２箇所 

（４）  荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

  午前８時から午後８時まで 

８ 届出年月日 

平成３０年３月２０日 

９ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課  

（２）  北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 

  北九州市小倉南区役所総務企画課 

１０ 縦覧期間 

   平成３０年３月２８日から同年７月３０日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。

）の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

１１ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を平成３０年７月３０日までに北九州市産

業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出

すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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